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第２１期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会 

（第１回～第６回） における委員意見の概要 
 

１．基本政策小委員会で扱う審議事項について  

【ⅰ．総論】 

○ 現在、議論している問題のステークホルダーは、全国民であるため、その視点からの

議論が必要。【第３回】 

○ ＤＸ時代に対応した著作権制度は非常に重要なテーマであり、官民で非常に活発な取

組が進む中で、制度の設計・実施においては、多様な主体と連携していくことが重要で

ある。【第１回】 

○ 限られた議論の時間になるが、解決策の候補を絞り込むのではなくて、いろんな方策

を検討して、複数の方策を組み合わせていくことが必要・有益なのではないか。【第１回】 

○ ＥＵのデジタル単一市場著作権指令（ＤＳＭ指令）が、検討・議論の場で参考になる

部分があると思うので、積極的に参照するとよいのではないか。【第１回】 

○ 拡大集中許諾制度の創設などを念頭に置いて、実現可能性に軸足を置いた具体的で踏

み込んだ議論を行う必要がある。先行して、勉強会において課題の整理が行われており、

そこでまとめられた提言と方向性を尊重し、前向きで積極的な議論をしたい。【第１回】 

○ 今回の諮問の背景として記されているように、ＤＸ化による流通環境、消費動向及び

創作環境の変化、さらにグローバルなプラットフォームサービスの台頭など、環境は大

きく変化している。その流れを受けて、一般消費者の著作物に対する意識や著作物の持

つ価値を享受する手段・方法も大きく変わってきており、新たな方策を打ち出すことに

時間的な猶予はないと感じている。【第１回】 

○ ＤＸ化とは、単なるデジタル化ではないので、著作権の世界もこれまでの“ムラ”の

論理だけでは通用しなくなる。著作者の権利が重要であるという基本は重要であるが、

保護や対価還元の在り方、ビジネスモデルの描き方等は従来の延長線ではないものがど

んどん出てくる可能性が高い。新しい時代の著作権法の在り方や商習慣の在り方を議論

する必要がある。この時期に必要な議論を幅広く奥深くやっていくことが非常に重要で

ある。【第１回】 

○ ＤＸ化が進み、既存のコンテンツ・商品・企業組織・市場などを単にデジタル化する

以上の変化になるということは明らかなことであり、新たなコンテンツ・企業組織の形

態、新たな市場の在り方がもたらされるのではないか。そういう中で、文化というもの

がどう発展し、それにどう寄り添うかが著作権制度のあるべき姿だと考える。そのとき

に考えておくべきことは、多様性を育むという思想が必要だろうと考える。また、権利、

義務という発想を超えた法制度の在り方を模索しないと、ＤＸ化に適した著作権制度の

設計ができないのではないか。【第１回】 

参考資料２ 
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○ ＤＸ時代におけるソリューションを模索する上での技術の有用性が鍵となる。例えば

フィンガープリント等の技術やコンテンツＩＤが広く利用可能になってきている。また、

サービス等の利用円滑化を促進する上で、広範囲な権利情報を網羅的に集約したデータ

ベースの重要性は既に認識されている。【第１回】 

○ 「音楽情報プラットフォーム協議会」において、継続的に権利情報の収集・公開を進

めているので、そのような基盤を使うことも１つのソリューションの在り方として、こ

の小委員会で検討していただきたい。【第１回】 
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【ⅱ．ＤＸ時代に対応したコンテンツの利用円滑化とそれに伴う適切な対価還元方策について】 

（目指すべき方向性や留意すべき点、想定される場面） 

○ １億総発信者、１億総利用者の時代に、クリエイターとユーザーの二分論はやめるべ

きであり、過去コンテンツのアーカイブやＵＧＣの活動は二分法では語れない。【第１回】 

○ どのような考え方を前提として簡素で一元的な権利処理に関する方策を進めていく

のかという観点を検討事項に含めてはどうか。【第１回】 

○ 簡素で一括的な権利処理等に係る各種方策として考えられるメニューが整理されて

いるが、これをベースにその実現可能性や採否、実現までのロードマップをこの小委員

会で示していくことが重要。【第１回】 

○ 利用円滑化の論点だけを議論するのではなくて、利用の円滑化と適切な対価還元をバ

ランスよくセットで議論することが重要である。【第１回】 

○ 権利処理を円滑化することが目的であり、そのためにどのような制度を採るかはあく

まで手段であるため、著作物の類型、支分権、利用場面を踏まえて、目的を達成するの

に一番効率的な制度を採用するということが重要である。【第１回】 

○ 検討にあたって、利用場面や利用目的、商業利用なのか公益性の高い利用なのかなど

の観点を踏まえることが重要である。また、商業流通されているレコードなどのコンテ

ンツなのか、あるいはアウトオブコマースのコンテンツなのか、そういったことを踏ま

えながら検討を進めていくということが重要である。【第１回】 

○ 著作権分科会では、制度を導入する際に、ある程度射程を限定して導入して、その効

果を見極めながら拡大して手直ししていくという議論が出ていた。様々な著作物・利用

場面があるだけに、リアルの世界で期待される効果が出るかを調べるために、このよう

な取組も含めてアプローチしていくことが重要である。【第１回】 

○ 日本には日本の文化というものがあるので、文化あるいは商習慣といったものも加味

した形で今回まとめていただきたい。【第１回】 

○ ＤＸ化により、利用可能性が大きく広がっているにも関わらず、取引コストの問題で

著作物の利用ができないということは、社会的に非常に大きな損失であり、取引コスト

を下げて利用可能とする何らかの仕組みを充実させていくということが極めて重要で

ある。【第１回】 

○ アマチュアについて、セミプロだけではなく、単なる日常の写真をツイッターにアッ

プするような方々についても考えたい。【第１回】 

○ 制度を細分化し過ぎると、利用者からすると使いにくい制度になるため、バランスを
取ることが必要。【第１回】 

○ 安心して使えるという観点が非常に大事であるが、現実的には、著作権法を勉強すれ
ばするほど安心して使えなくなってしまう。安心して使えるという観点は、普及啓発以
外についてもぜひ取り入れたい。【第１回】 
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○ 著作物を利用する際に、萎縮することがあるので、供託制度と保険制度を兼ね備えた

ような制度があれば、安心して著作物を利用できるのではないか。【第１回】 

○ これまでのようなハードな法制度以上に、ソフトローやデータベースなどの技術、教

育といったソフトな政策が重要になってくる。【第２回】 

○ ユーザーにとっては交渉することが大変なコストになるので、取引費用、とりわけ交

渉費用に留意する必要がある。それを簡便にできるような工夫が必要であ

り、そうでないと、ユーザーから見ると使いにくいままになってしまう。【第３回】 

○ それぞれの仕組みが持つ利点をうまく組み合わせることで全体最適の効果を生み出

すようなスキームを構築してほしい。その際には、現在行われている様々な活動や取組

と連携することを意識してほしい。【第４回】 

○ ＤＸ時代に対応したコンテンツの利用円滑化と、それに伴う適切な対価還元方策の趣

旨を踏まえ議論を進めるためには、目指すべき方向性を関係者で共有することが肝要で

ある。国民を巻き込んだ形で、ＤＸ時代、技術の発展とそこから生み出される革新が当

たり前だという前提で検討を進めていただきたい。【第４回】 

○ 安心して使えることを「目指すべき方向性」として入れるべき。また、想定される場

面は、新たな対価の創出がある分野を優先されると思うが、「安心して使える」とこと

を目指すと、対価還元されないような場合も多くあると思うので、あまり限定し過ぎな

い方が良いのではないか。【第４回】 

○ 第６回資料２の整理の方向性に関して賛同する。「クリエイターの意思を尊重する」、

「二次創作に関わる柔軟な運用を阻害しないようにする」、「利用者が安心して著作物を

利用できる仕組み」の３点に特に留意していただきたい。同時に、このような方向性に

関わるコストの検討も行い、速やかにグランドデザインの決定を行っていただき、一歩

進んだ具体的な検討に入っていただきたい。【第６回】 

○ 簡素で一元的な権利処理を確立するために、時代に合わせて柔軟に対応できるフロー

を構築する視点を大事にしていただきたい。Japan Searchをはじめとして、既存の関連

する活動などと連携し、権利情報データベースや集中管理の促進、権利処理に資する一

元的な窓口の創設、現行の裁定制度の見直しといった、合わせ技で最適化を図り、メリ

ットを生かしつつ、デメリットを打ち消すような形で組み合わせていただきたい。【第６回】 

○ 権利者の探索等の費用、手続の負荷が原因で利用されてこなかったコンテンツについ

て、取引コスト全般を低減し利用させるような方向性について、権利者や利用者、社会

一般の三方良しを実現する方向性であり異論はない。【第６回】 

○ 想定される場面について、過去に出版された書籍とあるが、ここに雑誌などの過去の

刊行物も例として挙げてはどうか。【第６回】 
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（簡素で一元的な権利処理等に係る具体的な方策） 

<全般について> 

○ 一覧性のある制度構築を行うことにより、我が国のデジタルコンテンツのポテンシャ
ルを潰さない形で、現在見えている著作物、埋没している著作物、さらにはこれから生
み出される多種多様なコンテンツに対する権利処理方策が構築できるのはないか。【第４回】 

○ 検討全体の方向性として、簡素で一元的な権利処理を可能にすることを大きな目的と
して、適切なクリエイターへの対価還元を還元できる仕組みを構築することが重要であ
る。【第４回】 

○ 「権利の上に眠る者」という言葉があるが、著作権者だからと言って、権利の上にど
っかり座って本人は何もしないというのではなくて、権利があることに責任を持ち、デ

ータベースへの登録や意思表示をする必要があるのではないか。【第６回】 

○ 論点整理の方向性に賛成する。これはプライオリティーの高さに対応しており、かつ
骨太でシンプルで分かりやすい政策だと思う。本課題は、年内に結論を得て来年度に措
置とされているが、早く成案を得てアクションに移ることを希望する。特に、データベ
ースについて、調査研究を実施するとあるが、早急に実施し、実装に進んでもらいたい。
また、窓口組織について、関係者と協議を早急に進めてもらいたい。【第６回】 

○ 権利処理のイメージ図（第６回資料３に掲載。以下同じ。）について、パブコメの中
での意見があったように、著作権はあくまで私権であるため、最終的には本人の意思が
尊重されるべき。そのため、集中管理をされたくない、このような許諾をしたいという
ことについては、その道を残すことが、著作権の基本的な性質に照らしても正しいと考
える。【第６回】 

○ 権利処理のイメージ図について、今まで議論してきたデータベースの問題がこの中に
取り込まれており、また権利者不明の場合については、裁定制度の改革の問題が取り込
まれている。さらに、意思表示なし、または連絡が取れない場合の新しい権利処理の仕
組みについても言及があり、今までＵＧＣに関して議論していたことが実質的にはここ
に取り込まれてくるのではないか。つまり、論点整理の具体的方策のかなりの部分がこ
こに繋がることになり、一元的な窓口組織が活用できるようになると、拡大集中許諾に
準じた効果が期待できるのではないか。今後は、この権利処理のイメージ図をベースに
して、議論をさらに深めていくと良いのではないか。【第６回】 

○ 拡大集中許諾制度については、メリットもありながら、まだ検討すべき点や諸外国の
状況を見ていかないといけないため、検討を継続すべき。まずは、権利情報データベー
スの構築や集中管理の促進、それを踏まえた一元的窓口の創出の実現に向けて進めてい

ただきたい。なお、一元的な窓口組織については、オーファンワークスの実証事業で様々
な課題も見えているため、そのような学びも活用しながらつくり上げていくべき。【第６回】 

○ データベースの構築や一元的な窓口組織のコストを検討する必要がある。最初は国が
財源措置をすることが必須だが、未来永劫そういう形でいくかは考える必要があり、サ
ステナブルに運営できるようなモデルを構築していく必要がある。一元的な窓口組織は
一種のプラットフォームになるため、そのプラットフォームを活用したビジネスなどを
行い、そこからの収益を還元させるような形で自立して運営できるようなモデルにして
ほしい。【第６回】 
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○ 権利処理のイメージ図について、著作物を使いたいけど、どこに問合せをして、どの

ような手続を取ればいいか分からないという、今まで言われてきた課題が、この一元的
な窓口でかなりの部分を解決していく可能性があるのではないか。一方で、一元的な窓
口にどの程度の分野の著作権等管理事業者などが入るかが分からないため、そこについ
て、引き続き議論をしていただきたい。【第６回】 

○ 権利処理のイメージ図の意思表示がされていない場合について、拡大集中許諾制度や
裁定制度で課題を解決しようとすると、正当化根拠があるのかについて、様々な議論が
出てきて、なかなか進まない可能性がある。著作権制度の機能不全を起こしているとこ
ろを何とか突破するために、どの方策であれば、課題を解決できるか、引き続き検討を
すべき。【第６回】 

○ 権利処理のイメージ図について、分野横断データベースと権利者の探索の成否が、こ
のシステムを使えるか、それとも使えず先細りになるかの分岐点になると思う。この分

野横断データベースの構築においても、新たな技術を活用して、システムの側から包括
的にすくい上げるような形で構築する必要があるのではないか。【第６回】 

○ 今回の検討課題の鍵は、分野横断のデータベースをつくることと集中管理を進めるこ
とである。そこで、著作権法４７条の５に限るかどうかは別として、様々な技術、新し
い技術を利用して、データベースの構築や権利者の探索等に取り組むべき。そのために
は、権利者団体とそのような新しい技術を持っているベンチャー企業などとコラボレー
ションをして、新しい仕組みで、ネットのＵＧＣなど従来カバーし切れなかった作品の
対応に取り組むべきである。【第６回】 

○ 権力情報データベースの構築をはじめとして、権利処理をしやすくし、コンテンツの
利活用を進めるためには、その前段階として、欲しいものが見つかる必要がある。デー
タベースを構築しても、一般的な利用者が検索のキーにすることができるのが、タイト
ルや著者、その他のメタデータ一式である。その状況を改善する可能性を持っているの
が、著作権法４７条の５であり、個々の著作物の中から自分が欲しい情報を見つけるこ
とができる。また、様々な映像作品や音楽作品であっても、ＡＩを使って欲しいものを
見つけることができる。この条項が、ほとんど使われていない状況だが、この条項を活
用するようなデータベースを構築することにお金がかかることや、著作権法４７条の５
の軽微利用を含めて、法解釈やガイドライン明確化されていないことが原因だと思う。
コンテンツの利活用を合法的に進めていく前の段階として、データベースを構築する際
に４７条の５のポテンシャルをどう生かすかも検討いただきたい。【第６回】 

○ 著作権法４７条の５は素晴らしいがまだ十分に活用されていない。様々なアーカイブ
活動についての相談をされるが、著作権法４７条の５があることをアドバイスすると、
大抵のケースでは知られていないため、周知することが大事ではないか。【第６回】 

○ 現在、検討している課題については、過去の著作物の再利用の視点と、これから生み
出されるコンテンツをうまく再利用するという視点の２つが重要になる。過去コンテン
ツについては、権利処理のイメージ図で多くはカバーできるのではないか。一方で、こ
れから生み出されるコンテンツについては、データベースが肝になる。クリエイターＩ
Ｄのようなデータベースをつくり、管理することにより、クリエイターが、自分の連絡
先を登録すれば、コンテンツを利用したい人がクリエイターＩＤを基に利用できるよう
になる。他の業界団体との協力が必要になるが、何かコンテンツをつくったときに、そ
の人のクリエイターＩＤだけを知っておけば、将来また再利用するときに、それを辿っ
て連絡ができるような仕組みも検討していただきたい。【第６回】 
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<権利情報データベースの構築、集中管理の促進> 

○ クリエイティブコモンズ等の作品に、利用の可否や、商用利用はできない等の表明を

することが必要であるということを、告知・周知して、作品に条件を付随させていくと

いうことをしてはどうか。【第１回】 

○ 本会議の議論では、データベースのプライオリティーを高くすべきではないか。作品

や出演、統合や分野別など、様々な種類や設計のデータベースがあるため、その方向性

を見定めるのが良いのではないか。【第２回】 

○ 集中管理団体によって、簡素で一元的な権利処理に対する温度差が随分とある印象を

受けた。ＤＸ化が新たな動きをもたらしている分野、とりわけ、クリエイターと利用者

が大衆化しているような分野がデータベース等を作りにくく、一元的処理に参加したく

ないという人たちが多い分野かと思った。【第２回】 

○ データベースをクリエイターやユーザーが登録するというだけでは、先に進めないの

ではないか。ＡＩ技術とＤＸが新たな技術をもたらしてくる分野をどう取り込むことが、

鍵になるのではないか。【第２回】 

○ データベースについて、経済産業省と文化庁で似たようなデータベースがあるが、そ

こはまとめていく必要があるのではないか。【第２回】 

○ どこにアクセスすればよいかを案内する案内窓口的な一元的なデータベースがある

とよい。案内プラットフォームが国民からアクセスがしやすくなる一番簡単なサービス

になるのではないか。【第３回】 

○ 管理団体が利用しやすく許諾しやすいデータベースがあれば、許諾や対価還元も容易

になり、権利者利用者双方にとってコスト軽減となる。両者にメリットのあるデータベ

ースが望ましい。【第３回】 

○ 作品の利用の可否、利用の条件を宣言し、それを入手できる場所を作ることと、利用

されたときにその対価が権利者のもとに入る仕組みが必要。日本国内の幾つかの大きな

プラットフォームの中には、多くのネット系コンテンツが既にアップロードされており、

権利者が誰かということもある程度分かる。ここをさらに充実させていけば、いわゆる

民間がやっているＳＮＳ自体が大きなデータベースになる可能性があるのではないか。【第１回】 

○ ユーチューブのような大きなプラットフォームと一元的に契約するという手段も考

えられる。【第２回】 

○ 集中管理の拡充・促進について、既に集中管理が行われている分野については、その
拡充を図ることが考えられるが、そもそも集中管理が行われてこなかった分野について
どうするべきかという問題がある。これに対して、裁定制度の抜本的見直しにより、幅
広く利用円滑化に資することのできるものになる可能性があるのではないか。拡大集中
許諾制度（以下、一部ＥＣＬと記載していることがある。）や集中管理の拡充促進と裁
定制度の改革というのは、目的とする点に共通するものがあるが、択一的な関係にある
わけではない。拡大集中許諾等の検討と並行して実現可能なものであるため、裁定制度
の抜本的見直しの検討を進めるべき。【第１回】 



 

8 

○ 集中管理の促進については、ほとんどの管理団体が必要で有益であるという意見であ

り、当然そうだと思う。権利情報データベースや通常の集中管理の推進策はできること

として重要である。一方で、コストがかかり民間では賄えないため政府の支援が必要だ

という声もある。権利情報データベースや集中管理については、経費負担の面も含めた

検討が必要。【第３回】 

○ 集中管理の促進のためには、権利者にとってのメリットはもちろんのこと、利

用者が管理団体を使いたくなるような仕組みやインセンティブが重要である。【第３回】 

○ 集中管理団体が管理率を上げるために、できること・できないこと、メリット・デメ

リットを明確にすることを集中管理団体にはお願いしたい。分からないことが多いこと

から不安で預けられないことが多いと思うので、集中管理団体には、条件を明示するこ

とをお願いしたい。【第２回】 

○ 集中管理団体に入ることのインセンティブとして、プラットフォーマーとのバリュー

ギャップ問題などを解決するために、権利者団体がプラットフォーマーとの権利処理な

どに関するやり取りに関与する仕組みを構築するのも一つの手ではないか。【第４回】 

○ 集中管理促進には、ユーザーの視点を入れるべき。権利者、利用者という二分法自体

がナンセンスであり、ユーザー的な視点が入ることが重要である。【第４回】 

○ データベース構築について、具体アクションとコスト論に踏み込むのは有意義であり、

優先的なテーマとして進めていただきたい。権利者だけに負担させるのではなく、ステ

ークホルダーの中で分担し、応分の負担をしていくということが重要である。最終的に

は社会全体にとって役に立つことでもあるので、一定の部分について、公的なバックア

ップをすることは十分正当化されるのではないか。【第４回】 

○ ジャパンサーチは、今のところメタデータのデータベースだが、100万件の各種のア

ーカイブを繋げており、そのうち５０万件のコンテンツは、権利者の利用条件の意思表

示が記載されている。また、不十分だが、パブリックドメインについての情報も既に記

載されている。このような外部のメタデータのデータベースや、各種のアーカイブ・商

用のサービスといった、権利情報のデータベースや統一の窓口につなげたり、将来つな

がったりすることを意識して設計していただきたい。また、権利者へのインセンティブ

候補として商用サービスへ誘導することも考えられる。【第４回】 

○ データベース構築について、サーバーや資金の負担もあり、一元的に何もかも１つの

データベースに入れることは無理だと考える。１つの窓口データベースに入っていくと、

使いたいジャンルや楽曲名を検索ができ、そこから、各分野のデータベースに入ってい

き、その中でまたクリエイター個人につながるような形の方が、負担が少ないのではな

いか。【第４回】 

○ 分野を横断する包括的な権利情報データベースの実現するためには、データベースの

標準化が必須。データベースの標準化により、その他の分野にも応用でき、ネットワー

クづくりや連携分散管理ができるようになり、適切な対価還元にもつながるのではない

か。まずは１つの分野で標準化を目指したデータベースの構築・運用をしてみてもよい。 
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  例えば、６月に公布された図書館関係の権利制限規定の見直しを踏まえ、まずは図書

を中心としたデータベース構築からスタートしてもよいのではないか。また、利用者が

そのデータベースを活用した履歴をログとして残すことで、集中管理ができ、補償金の

分配などの適切な対価還元にも有用ではないか。もちろん利用者が正しくそのデータベ

ースを活用するための教育の普及推進が必須であるが、国民全体が著作権というものを

身近に感じて、著作者、著作物に敬意を持つことができ、著作物の正しい利用円滑にも

つながるのではないか。【第４回】 

○ 簡素で一元的な権利処理を進めるためには、まずは、データベースの整備が進んでな

い分野のデータベースが必要不可欠である。そこを見れば、集中管理がされている著作

物なのか、集中管理がされていなければどこに連絡をすれば許諾の手続が取れるのかを

明示していくとことは、権利処理の円滑化において重要である。【第４回】 

○ 政府がＤＸを掲げており、また、少子高齢化の中で情報立国、コンテンツ立国という

ことを真剣に考えるのであれば、権利情報のデータベースは、まさに基盤インフラにな

るので、政府としてそれを十分に支えていくという姿勢を打ち出すことが、既存の権利

者団体の不安の解消にもつながるのではないか。【第５回】 

○ データベースに入れるべき情報を標準化するためには、データベースの目的を明確に

する必要がある。ＤＸ時代にマッチした著作物の利用円滑化ということが、一番大きな

目的だと思うので、コンテンツを利用したいユーザーは何を知りたいのか、どういう情

報が欲しいのかを、目的に沿った形で整理する必要がある。【第５回】 

○ 一元的なデータベース構築のイメージは、連携型が現実的だと考える。データベース

を構築するにあたって、拡張性や互換性、接続性が非常に重要になる。ビジネスやニー

ズは過去１０年でも大きく変わっており、今後も大きく変わっていく。そのときに、項

目を増やし、互換性をさらに高めるたびに、システムを作り直すような事態は避けるべ

きであり、最初から拡張性を見込んで構築してすべき。各データベースの情報の在り方、

コードはまちまちであるため、既存の取組も参考にして、どう互換性を担保するかが重

要になる。【第５回】 

○ 権利処理は様々な要素が互いにつながっており、どれか１つの要素でも処理ができな

かったら、それがボトルネックになってしまい、作品全体の流通ができなくなってしま

うため、ノンメンバーや不明作品のデータベースへの登録をいかに促していくかが鍵に

なる。【第５回】 

○ 一元的な権利処理を実現するために必要なデータベースは、全ての著作権分野の情報

を横断的に集めることになるので、団体などがもつデータベースと連携したデータベー

スを構築するような連携型のほうが適していると考える。また、データベースの最低限

の標準化が必要との記載があるが、それぞれの業界において、やり方や慣習、どこまで

一般に公開できるかの考え方に違いがあり、どこまでの情報を集めるか、それをどうや

って見せるかを決めるのは結構大変だと思う。さらに、データベースそのものは、それ

ぞれの業界の事情に即したものであるべき。【第５回】 
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○ １つの検索ポータルサイトのようなものを作り、そこに管理事業者や権利者団体、そ

の他のデータベースを接続、あるいは、データを定期的に吸い上げることにより、ユー

ザーが検索して情報を確認できるような機能のポータルサイトを作るという方向性が

良いのではないか。ポータルサイトと各事業者、権利者団体等のデータベースをつなぐ

ときの情報のフォーマットは標準化が必要であり、そこが標準化できれば、それに合わ

せて様々なデータベースをつないでいけるのではないか。ポータルサイトには必要最低

限の情報を持つことにとどめるべきではないか。【第５回】 

○ データベースは情報の鮮度が重要になる。MINCでは、JASRACのデータ、レコード協会

のデータ等を、１か所に集めているが、JASRACのデータは随時更新される一方で、MINC

とJASRACの間は、１週間に１回読み込む形になっている。そして、MINCで表示される情

報そのものは、１か月ごと更新されることになっている。したがって、大本のJASRACの

データとMINCで表示されるまでには１か月近いタイムラグが生じる場合もあるので、検

索サイトで確認した情報というのは、元のデータベースを参照に、必要があればリンク

等で見に行くような構造にするのが良いのではないか。【第５回】 

○ 音楽情報のデータベースについて、作詞・作曲家情報といった必要なデータをメタ情

報として集めることはもちろんのこと、ISRCやJASRACコードなどのコードの情報や音源

そのものの情報、フィンガープリント等のデジタルマッチングさせるための情報をデー

タベース化するべきである。また、ＵＧＣを作ったら、そのコンテンツに関する使い方

を必ず宣言する文化をつくることも必要である。 

１つのデータベースに集約されることが理想ではあるが、現実的にとても難しいので、

既存のデータベースの情報を積極的に取り入れられる形のデータベースを構築するこ

とが重要である。【第５回】 

○ ユーザーや権利者、権利者管理団体がメリットを享受するためにはどうすべきかと、

データベースの目的の違いを考えなければならない。 

例えば、権利者のＩＤ以外に、コンテンツＩＤのようなものを持たないで良いかは、

議論が必要である。また、ジャックサーチは、海外でも売れるようなコンテンツも含め

た、プロの人たちのデータベースとして、上手くできている一方で、ＵＧＣ等のような、

誰が管理しているか分からないものを整理するのであれば、ジャックサーチとの切り分

けが必要になるのではないか。併せて、文化庁のメディア芸術データベースについては、

権利者情報や出演者情報がメタ化されていないため、国の責任において整備する必要が

あるのではないか。また、ＩＤを統一するにあたっては、標準フォーマットが必要。【第５回】 

○ 拡大集中許諾制度の導入を懸念する意見がある中で、まずは権利者がアクセスをして、

自分の意思を反映されやすい権利情報データベースを構築し、権利者と利用者がインタ

ラクティブな関係を保たれている権利情報データベースなどの環境整備を進めること

が、課題の解決に近づくのではないか。【第６回】 

○ 権利情報のデータベースはすぐに収益を生むことができないため、論点整理の「支援

の在り方を検討」という表現を、より強い表現にして、政府として支えていくという意

思表示が必要である。【第６回】 
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○ 自らの著作物に関する意思表示を促す仕組みが重要であり、権利情報データベースに

もそのような情報を入れるべき。同時に、世界では、クリエイティブコモンズがついて

ない作品は最初から利用する対象から外してしまうユーザーが多くいるため、クリエイ

ティブコモンズの情報発信に政府が取り組んでいくべき。【第６回】 

○ 意思表示の標準化や統一化が非常に重要である。クリエイティブコモンズやヨーロピ

アナなど、意思表示の在り方をグローバルに標準化するための仕組みがある。日本語へ

の対応ができていないものもあるが、Japan Searchなどで積極的に取り入れている。ま

た、営利利用を含めて、個別の意思表示をどのように類型化するかも重要であり、Japan 

Searchが参考になるのではないか。【第６回】 

<権利処理に資する一元的な窓口の創設> 

○ 権利処理に資する一元的な窓口の機能として、探索の代替ということを入れてはどう

か。これまでのヒアリングで、多くの権利者団体から、「事務局にあまり人がおらず大

変だ。」との意見があり、窓口が担ってもよいのではないか。さらに、権利者だけではな

く、ユーザー側の視点を入れられるような役員構成にする必要があるのではないか。ま

た、権利者でもユーザーでもない、例えば日系の海外に強いプラットフォーマーのよう

なところが運営し、海外で日本のコンテンツを売っていくことも１つの選択肢だと考え

る。【第４回】 

○ 権利処理に資する一元的な窓口の創設について、仮に分野横断する一元的な窓口組織

を設立することができて、さらにその組織が不明権利者等の探索を行うという仕組みが

出来れば、すばらしいことである。ただし、その組織の運営費用を誰が負担するかとい

う問題が重くのしかかってくると思うので、少なくとも当面の間は運営費用を公的なお

金で支えていくことが必要になってくるのではないか。また、実務を誰がやるのかとい

う問題を考えなければならない。【第４回】 

○ 統一窓口は極めて重要であり、取引費用を下げるために、継続的に一定の別のコスト

をかけなければならないことは事実ではあるので、どのようなプラットフォームをつく

っていくかを検討していただきたい。【第４回】 

○ 一元的な窓口について、窓口機能をもたすことにより、使用料のトランザクションが

発生し、そのような中から運営費用を捻出していくことがあると思う。そこで、立ち上

げ時の支援と、その後の民間自走を含め、データベース構築あるいは一元的な窓口の構

築を検討していく必要がある。【第４回】 

○ 拡大集中許諾を導入した場合には、ある一定の管理率を求められるようになり、音楽

などの分野に限られることになるが、現在示されている窓口組織については、分野を横

断して拡大集中許諾的な効果も発揮できる点で評価をしても良いのではないか。【第６回】 
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<いわゆる拡大集中許諾制度による権利処理> 

○ 関係者から話を聞いて、一般ＥＣＬは厳しい印象を持った。ただ、個別ＥＣＬについ

ては、一部の分野では可能性があると思うが、まだ状況は整ってないのではないか。【第２回】 

○ 拡大集中許諾制度を導入しても、導入可能な対象著作物の種類あるいは利用範囲はか

なり限定されたものにならざるを得ない。現在集中管理の割合が高い音楽の著作物につ

いては導入の可能性があるかもしれないが、そのような分野はどちらかというと例外的

で、集中管理が全く行われていない分野、あるいは利用範囲を限定した集中管理しか行

われていない分野が多くある。それは単に整備が遅れているというだけではなくて、相

応の理由がある可能性がある。【第１回】 

○ 拡大集中許諾制度は万能ではないが、解決できる課題もある。他の手段との最適な選

択を行っていき、様々な手段を横に並べることと同時に縦に重ねる方法がある。例えば

ＤＳＭ指令では、拡大集中許諾制度で機能できる分野はそれで、機能しない分野は権利

制限で対応しようという２段構えの方法を取っている。【第１回】 

○ 著作権分野におけるＤＸ化の非常に大きな特徴は、従来の著作権法が主に対象とはし

てこなかったような商業流通の外側にあるコンテンツ（例えばアウトオブコマース）が

ネットワーク上で大量に流れるようになり、それをさらに有意義な形で活用できる可能

性を開いたところであり、著作物の種類や性質に応じた施策をどのように講じていくか

が極めて重要である。例えばＥＣＬのような仕組みを進めていくに当たっても、欧州で

はアウトオブコマースに焦点を当てたものに非常に力を入れた形でまずは導入してい

る国があるため、様々な形で欧州の制度を参照してはどうか。【第１回】 

○ 拡大集中許諾制度について、ドイツの国内法化された条文なども、検討を進める前提

として調べた方が良いのではないか。また、デジタルプラットフォーム上で、著作物を

大量に使う場面は、制度設計全体の中でかなり想定されており、国内法化プロセスの中

でもその点が重視されるのではないか。【第３回】 

○ 拡大集中許諾制度について、ヒアリングにおける分野毎の団体の意向を念頭に置くと、

拡大集中許諾制度の実現が難しい分野もある。【第３回】 

○ 拡大集中許諾制度が仮に進まない分野があるならば、利用対象、対象となる利用行為

ごとの別な促進策というのは考えざるを得ない。【第３回】 

○ 拡大集中許諾については、問題が非常に多くあり、裁定制度の抜本的見直しやソフト

ロー的な意味を含めた許諾推定に比べると優先順位がやや下がるのではないか。【第３回】 

○ 拡大集中許諾は、ある程度集中管理が進んでないとオプトアウトが多くなり、拡大集

中許諾の目的を達成できなくなる。【第４回】 

○ 場面を絞り込んで制度化を考える必要があるのではないか。当面は取引費用がかかる

ところを対象にしていくことも考えられる。【第４回】 

○ 集中管理団体にユーザー側の視点を入れることが必要。【第４回】 
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○ 利用者側のみによる組織の管理は、拡大集中許諾という言葉には当てはまらず、また、

権利者からの委託がないにもかかわらず、利用者による組織が利用者に対して許諾がで

きるという、不思議な制度になってしまう。【第４回】 

○ ＤＳＭ指令１２条に相当するかなり広範な使い方が想定され得るＥＣＬに関して、国

内法化が済んでいる国は少ないが、ドイツのほかにも少なくともオランダは同様の規定

を導入しているようである。また、その他の国でも一般的な枠組みを法律で可能としつ

つ、政省令等で具体的な範囲をまさに一定の要件の下で決定していくような仕組みをと

っており、注目に値する。明確な解があるわけではないがＤＳＭ指令を参考にしつつあ

る種の新しいライセンスのスキームを、別の論点であるバリューギャップ問題の解消と

の関わりも含めた、全体的な制度設計の中にどう位置づけるかが重要ではないか。【第４回】 

○ 拡大集中許諾制度の導入を見据えつつ、権利情報データベースの構築をはじめとした

必要な措置を段階的に取っていくことが、然るべき方向性である。ＥＣＬには期待して

いるが、ヨーロッパでは今年６月に大きく状況が変わり始めた中で、その具体的な用途

が、独仏はじめとした主要国で、どのように使われるかをこれから注視していく必要が

ある。１・２年で急速に変わる状況を把握しながら、国際的な流れに沿ったＥＣＬの枠

組みがどのようなものなのかを、引き続き検討すべき。【第６回】 

○ ドイツやフランス、ＤＳＭ指令では、権利者への悪影響が少ない、アウトオブコマー

スの非営利によるアーカイブ活用から拡大集中許諾の適用を始めている。そこで、著作

権法３５条のライセンス部分などの、公益性が高く、権利者に不利益を与える可能性が

極めて少ないところから、段階的にＥＣＬを導入することも一つではないか。【第６回】 

○ 拡大集中許諾制度の導入については、パブコメでは懸念が多かったが、拡大集中許諾

を適用できる対象を明確に示すことで、安心感が増すことになるのではないか。現在、

国内、国外も含めて、光が届きにくい部分に対する効果的な対策になるため、前向きに

検討していただきたい。【第６回】 

○ 拡大集中許諾制度は、新しい制度であるため、新制度導入のための合意形成コストを

考えると、裁定制度の抜本的な改革や権利制限プラス補償金制度など、既存の制度を大

胆に改革していくほうがよいのではないかと考えていた。裁定制度は、権利者の探索や

補償金の額などについては、権利者団体と連携し協力があって成り立っている制度であ

り、拡大集中許諾と大きく変わらない。 

一方で、既存制度の改革という方策を取ると、過去の既存の発想から抜け出せないこ

ともあり、抜本的な改革と言いながら、それが実現しないこともある。そこで、諸外国

で導入が進んでいる拡大集中許諾制度を新たに導入することにより、既存の発想を超え

た改革ができるかもしれないため、拡大集中許諾制度の導入可能性について検討を継続

していくことに賛成である。無方式主義で権利を与えるという著作権制度の立てつけの

下で、個別の許諾の意思表示が明確でないのに利用を認める、利用を可能とするという

ような仕組みには、制度的な困難があるかもしれないが、諸外国の動向から学んで、日

本も良いところを取り入れていく良い機会である。【第６回】 
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<ＵＧＣ等のデジタルコンテンツの利用促進> 

○ 許諾推定制度は、課題解決のための有力な候補の１つである。法改正をして法律上の

推定規定を新たに設けるとなると、限定された分野ならざるを得ないが、ソフトロー的

な手法も組み合わせて解決していくことが考えられる。【第１回】 

○ 許諾推定について、どのような場合であれば少なくとも黙示的許諾が認められるのか

をソフトロー的な手段で明らかにしてはどうか。【第３回】 

○ 場面を絞り込んで制度化を考えることが必要ではないか。【第４回】 

○ 権利者が不明である場合やアウトオブコマースも含めたＵＧＣなどに対して、行政の

視点から明確に光を当てることで、世の中に埋もれている多くのコンテンツに対して、

文化振興と新たなビジネスの創出を進めることができる。【第４回】 

○ アウトオブコマースやＵＧＣをどのような利用の促進ができるかについて、ＤＳＭ指

令にあるような、アウトオブコマースで集中管理されてないものについては、権利制限

をすることや、アーカイブで利用可能にすることを議論しても良いのではないか。集中

管理もされておらず、ＥＣＬの対象にもならない、ライセンスの仕組みのないものは、

別に使える仕組みを考える必要がある。【第４回】 

○ ＵＧＣ等のデジタルコンテンツについて、一定の要件を満たす場合には、権利者から

利用停止要請があるまでは暫定的に利用ができるという制度があり得るのではないか。

例えば、「公表された著作物であること、権利者の意思に基づいてインターネット上で

公衆送信されていて、対価を支払うことなく容易に複製できる状態に置かれていること、

権利者データベースに登録されていない著作物であること、商業的利用が行われてない

こと、集中管理の対象になってないこと、権利者の意思表示が何らなされていないこと、

このような要件をいずれも満たす場合で、かつ知り得る連絡先に対して利用方法を明示

して許諾を求めた、あるいはこういう利用したいということを権利者が容易にチェック

できるウェブサイトで公示をしたが、一定期間に返事がないというときには、通知した

利用方法によって暫定的に利用ができるとし、権利者から利用停止要請があった場合に

は速やかにそれに従わなければならない」といった制度が考えられる。【第４回】 

○ ＵＧＣについて、クリエイティブコモンズのような、意思表示を宣言できる場所が大

事だと考える。一方で、ドワンゴのニコニ・コモンズやクリプトンが運営しているピア

プロでは、宣言できる場所が既にあり、どのような使用の仕方まではよいということが

かなり細かく書かれている。それを、ニコニコ動画やネットの動画配信サイトとうまく

連動することにより、少なくとも動画配信サイトの中での使用という部分は制限できた

り、収益化できたりするのではないか。【第４回・第６回】 

○ ＵＧＣについて、窓口データベースの中にＵＧＣのコーナーを作り、そこに個人が登

録する仕組みはどうか。わかりやすいフォームの形で簡単に登録できるようにすれば、

クリエイター側は自分としての立場を表明でき、利用者側は、権利者を簡単に探すこと

ができるようになり、win-winの関係になると考える。【第４回】 
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○ ＵＧＣという言葉は、非常に多義的であるため、これを明確に定義して、ＵＧＣを切

り出して、そのための法制度を整備しても、あまり機能しないのではないか。そこで、

「ノンメンバーも含めて集中管理や意思表示をどう進めていくか」、「アウトオブコマー

ス作品をどう利用促進していくか」、「権利者不明作品の利用促進をどう進めていくか」

の３つの論点に、法制度の議論を吸収させていき、その中で、ＵＧＣ的なものの特質に

十分対応できているか、目配りできているかを考えていくことが現実解ではないか。 

また、アウトオブコマースの定義については、海外でも議論があるが、流通が続いて

いるものは、有償だろうが無償だろうが、それはアウトオブコマースとは言わない。そ

して、作者と連絡がつきやすいかや、意思表示・集中管理されているかという議論に、

吸収させていけばよいのではないか。【第５回】 

○ ＵＧＣの定義が難しいこともあり、資料の中で対象とされているものは、アウトオブ

コマースであり、かつ孤児著作物であるものということになっている。ここまで絞り、

また、プラットフォーム上の利用規約があるものを除いてしまうと、当てはまるものが

ほぼなくなってしまう。このようなアプローチでは、一般の方々や権利者にとって、プ

ラスになるような答えが出るかは疑問に感じる。まずは、どのような使い方がしたいか

を議論して、その中で、他の論点では解決できないＵＧＣが残るのであれば、それだけ

を括弧つきのＵＧＣと定義して対応を検討すればよいと考える。利用円滑化方策で非常

に重要なことが出ていて、これが実現できればかなりいいことがあると思うが、対象に

なるものが少ないと、せっかくいい方向が出てもメリットが少なくなってしまう。【第５回】 

○ 利用条件を宣言することを文化にしていくことが非常に重要である。ＵＧＣについて、

仮にそういうアプローチを１つの柱とするのであれば、その宣言の立法的な根拠と著作

権法上の根拠をはっきりさせ、宣言することの意義を法律的に担保してはどうか。その

際、宣言した人にとってメリットがあるような制度設計とする必要がある。また、宣言

後に撤回をした場合に、撤回までの間に使ったものは、法的に問題にならないと法律に

明記した方が良いのではないか。【第５回】 

○ ＵＧＣコンテンツをどのように使って良いかを、本人に宣言をしてもらう文化を明確

にした方が良いのではないか。その上で、その情報が一括で検索できるような検索エン

ジンがあれば良いと考えている。また、ネット上では、あるコンテンツを参照にした動

画をYouTubeなどにアップロードして広告収入を稼いでいることもあるため、商用利用

という言葉の定義を少し細かくする必要がある。【第５回】 

○ ＣＣマークをつけ、意思を宣言するような文化を根づかせていくことが大事である。

それがクリエイターの意思の尊重と、利用者の円滑な活用の根本である。また、どこま

で商用利用かを決めていく必要がある。【第５回】 

○ 自分の著作物を活用してほしい人を救済することが重要であり、そのためには、権利

者団体などに所属できないアマチュアの人たちに、データベースに積極的に登録しても

らう必要がある。データベースに自分で登録し、私の作品を活用してほしいと登録した

人が、そこにアクセスした人により使っていただくことにより、クリエイターとユーザ

ーにとってWin－Winの関係を築くことができるのではないか。また、投稿サイトの協力

を得て、利用条件を表示できる仕組みを構築できれば良いのではないか。【第５回】 
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○ 権利処理のイメージ図について、ＵＧＣなどの作品が、適切に管理されずに死蔵され

ることが多くあるため、ＵＧＣの作品をどこに組み込むかを考える必要がある。使って

ほしいが、使われ方が分からないままになっている作品が多くあり、それをカバーする

システムを構築することが、創作サイクルをつくるために非常に有効である。【第６回】 

○ 権利処理のイメージ図の中で、意思表示なく、連絡が取れない場合に利活用できるよ

うにするラインがあるが、このこと自体には賛成である。一方で、パブコメでも、アウ

トオブコマースの利活用の待望論が強かったことを頭に入れて今後検討すべきである。

そして、アウトオブコマースもカバーするために、現在の記載の部分だけで十分か検討

を深める必要がある。 

  また、アウトオブコマースの利用促進や裁定制度の抜本見直しは、窓口組織が大きな

役割を果たすことになると思うが、窓口組織の対象がどれだけ広がるか分からない中で、

窓口組織だけに話を限ってしまうのはリスクがあるのではないか。【第６回】 

○ 論点整理の中で、ＵＧＣやアウトオブコマースを定義することが難しいとの記載があ

る。そのとおりだと思うが、ＵＧＣとアウトオブコマースは、重なり合うところはある

が、もともと全くベクトルが違った概念であるため、書きぶりは中間まとめまでに整理

をしてほしい。また、アウトオブコマースは定義できるが、それを書籍・出版物以外に

広げ、新しい基準を設定することが必要になる。どのように権利者や分野に合わせるか

が、この分野を考える上で重要になってくる。【第６回】 

○ アウトオブコマースであり、かつ集中管理がされておらず、しかし拒絶の意思表示が

ある場合について、アウトオブコマースだからといって利用できるようにすることは、

かなりハードルが高い。アウトオブコマースの場合は、意思表示なし、または連絡が取

れないという場合が結構あるかもしれないが、必ずしもそうなるとは限らないので、連

絡が取れて拒絶の意思表示があった場合に、新しい権利処理の仕組みの対象にするかは、

慎重に検討する必要がある。個別の意思表示がされており、使用を認めないという意思

表示がなされた場合には、その意思を尊重する必要があるのではないか。【第６回】 

○ 拒絶の意思表示のあるものを使うという意見は少ないのではないか。そうではないア

ウトオブコマースは、まず意思確認をする必要がある。諸外国でも導入例があるような

アウトオブコマースの利活用の促進は、意思の確認を前提としなくても、何らかの客観

条件で使えるようにならないかという議論だと思う。【第６回】 

<現行の裁定制度の改善> 

○ 裁定制度について、欧州で孤児著作物問題への対応が検討され出した頃は、日本の裁

定制度は非常に先駆的な制度として注目されたが、利用実績は皆無に近かった。その後、

法改正・運用改善・実証事業などで利用実績は着実に増えているが、潜在的なニーズは

膨大なはずであるため、そのニーズに比較すれば、現在の利用実績はわずかである。こ

れから短期的・集中的に結論を得るということになるが、裁定制度の抜本的な見直しと

拡大集中許諾制度の導入は目的としては共通性が高く、別の機能を持たせて役割分担す

るよりは、中長期的には１つの仕組みに収斂させていくほうが分かりやすく合理的では

ないか。【第１回】 
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○ 裁定制度の見直しについては、ヒアリング団体からも特に反対意見がなく、ぜひ進め

るべき。【第３回】 

○ 裁定制度について、例えば、窓口が統一しても、それから振られた権利者のほうで許

諾の細かな作業をやる人手がないようなことも十分あるため、利用者側と権利者側の実

務の代行をできる仕組みを用意する必要があるのではないか。【第４回】 

○ オーファンワークスを使っていかないと文化が衰退してしまう。探索の手間を減らし、

積極的にオーファンワークスが使える仕組みを構築することが重要であるため、オーフ

ァンワークスをデータベース化できれば良いのではないか。【第５回】 

○ 裁定件数が年々増加しているが、これまで地道に改善した結果であり、非常に良いこ

とだと思う。これからも、資料にあるような改善方策を検討することが非常に重要であ

り、コンテンツ創作の好循環をつくることにも寄与するものだと思う。一方で、デジタ

ルアーカイブなどの公益性の高い利用をターゲットにした裁定制度の在り方などを検

討していただきたい。【第５回】 

○ 供託金の額を決めることはかなり手間がかかる一方で、権利者が出てくるのは１％以

下ということで、はっきりした基準がない中で、無駄をし過ぎている気がする。例えば、

著作権者が出てきたときに話し合いを行い、合意できなかった場合に、裁定委員会の裁

定に従う仕組みを構築することも１つの解決手段ではないか。【第５回】 

○ 現行の裁定制度について、パブコメでも、供託金の不要化を支持する意見が非常に多
いため、検討するべき時期にきている。【第６回】 

<普及啓発> 

○ クリエイティブコモンズなど、自分たちの意思を表示するマークを積極的につけよう
という視点が抜けているので、「ＣＣマークや条件つきマークを利用しよう」というこ
とを記載いただきたい。【第６回】 

○ 著作権は私権であるため、ある著作物の利用が黒だと判断することは、基本的には裁
判所でも簡単にはできない。白になるのは、著作物を自由に使ってくださいという意思
表示をした時だけなので、どのように使ってほしいかなどを、分かりやすくルール化す
る必要がある。白にできるのは権利者だけであるため、権利者が意思表示できるよう、
権利者を啓発していくべき。【第６回】 

○ 今、クリエイターとして活躍している方に、著作権についてより知ってもらう必要が

ある。また、著作権はすべての国民に関わる問題であるにも関わらず、対象が小中高生
のみになっているが、対象をより広くする必要があるのではないか。【第６回】 

○ 普及啓発に取り組むにあたっては、デジタル全盛時代という点に着目しなければなら
ない。学校教育においては、第一歩である原理原則の指導をお願いしたいが、著作権制
度は、日々の経験を重ねることで判断力を身についていくものだと思う。著作物に触れ
る場面や、自分で発信する場面など、それぞれ臨場感のある経験をすることで、効果が
上がるのではないか。また、官民の連携や、クリエイターや各管理団体の皆様の協力、
流通に関わるメディア・プラットフォーマーの参画も不可欠である。【第６回】 
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○ 今後の方向性について、「留意すべき」や「注意すべき」という表現が多く、著作物を

活用する際に、ブレーキをかけてしまうことになりかねない。コンテンツ創作の好循環

の最大化を目指して文化振興を図ることが重要であるため、著作物を活用する際のブレ

ーキだけではなく、著作物の利用円滑化とか、利用促進のためのアクセルについての取

組があれば良いのではないか。 

  例えば、子供たちが読書感想文やプレゼンテーションのスライドを制作するときに、

データベースを積極的に活用させたり、正しく引用することを勧めたり、積極的にクリ

エイティブコモンズのような意思表示をしたりするなど、利用促進の観点が大事ではな

いか。また、著作物を正しく活用していくためには、知識を教えるだけではなくて、著

作物を活用する経験や体験が必要不可欠であるため、ブレーキとアクセルのバランスを

踏まえた方向性が望ましい。【第６回】 

○ 今後の方向性の留意すべき視点についてについて、侵害する・されるという観点だけ

ではなく、どうやったら使えるかの知識が重要である。それこそが情報社会の今後の生

存知識であるため、普及啓発においては、どうやったら使えるかという視点を強調する

べき。また、面白くなければ引きつけることができないため、各組織と連携して、面白

く伝える工夫が必要である。【第６回】 

○ 今後の方向性について、適切な対価還元とあるが、単なる禁止行為のみからは一銭の

対価も生まれないため、利活用が促進されて初めて対価は生まれるという視点が重要で

ある。【第６回】 

○ 今後の方向性について、創作者の想いを尊重とあるが、想いを尊重するだけでは課題

の解決にはつながらないため、仕組みに解決させなければならない。その意味で、クリ

エイティブコモンズの活用や、経験をさせるような仕組みによって解決をしていくこと

が重要である。【第６回】 

○ 従来の利用者視点で、これをやっては駄目という駄目リストを作り、それを教えるだ

けではない形や創作者目線の形を取り入れることが重要である。ヒアリングでスタンフ

ォードの松本氏が、「著作物を発信する側になって初めていろいろと勉強してよく分か

るようになった。使うだけの人たちに比べてよく分かっていると思う。」という意見あ

ったが、そのとおりだと思う。TikTokやインスタグラムなど、若い人たちが簡単に情報

を発信できる世の中で、コンテンツを創作する試みの中で、どのように、クリエイター

側の目線からの普及啓発ができるかが重要である。【第６回】 

○ 学習指導要領で著作権に関する教育をやろうとなっていても、教科書以外のことをす

る余裕が学校の現場にはほとんどないため、学校で積極的に活用してもらうために、映

像教材を制作してはどうか。そのようなコンテンツがあれば、先生が放映するなど手軽

に活用できるようになると考える。【第６回】 

○ 適法な利用事例をまとめたホワイトリストは大変重要である。特に若い世代は、あれ

をしてはいけないとなると、萎縮してしまい、見えないところでさらに過激な違反をす

ることがあり得る。「これを使う際には、こういうことだったら大丈夫」というような

ホワイトリストを若者にも発信いただきたい。【第６回】 
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○ 著作物を使いやすくするような啓発が非常に重要であるため、ホワイトリストは少し

攻めた形で作ってほしい。例えば、本の批評をブログにアップするときにその本の表紙

を載せていいのか、幼稚園のお遊戯での振りつけをユーチューブにアップしていいのか、

パロディーや二次創作をどこまでやってよいかなどが考えられる。【第６回】 

○ 普及啓発は重要なテーマだが、成果検証がしにくいため、著作権だけで取り組むのは

大変。青少年のネット安心・安全対策は１２年前から省庁横断で、通信業界やＩＴ業界、

コンテンツ業界も協力して進められてきており、蓄積とノウハウがそこにはあるため、

そこと連携してはどうか。また、デジタル庁が発足したが、１人も残さないデジタルと

いうのをテーマにしてデジタルの日などの普及啓発に取り組んでいるため、このような

動きに著作権教育も相乗りし、効率的で継続的に対策を打っていくべきである。【第６回】  

○ 日弁連が法教育という形で弁護士を学校等に派遣する等の取組が進んでいる。また、

学校でもスクールロイヤーの制度が徐々に普及し始めており、そのような組織との連携

の中で著作権に注目していただくことが重要である。さらに、法務省では、法教育を非

常に推進しており、小中高校生向けの教材等を作るなどしているが、学校教育に法教育

を割り込ませることは至難の業という状況である。そこで、法務省の法教育と著作権教

育との連携が必要であり、教材等の中で、著作権について、注目してもらえるような形

で取り込んでいただくように、法務省と交渉すべき。【第６回】 

○ 若者は情報過多の中で、いかに素早く情報を処理するかに非常にたけているため、こ

れに対してどのように著作権の大切さを教えるかが非常に難しい問題である。また、啓

発の結果の可視化ができないことは非常に難しい部分である。いじめやポルノ、出会い

系などの問題に対するスマホの利用方法に関して、警察の防犯教室などで教育をしてい

るが、ここに著作権に関する事項が入れられれば良いのではないか。【第６回】 

○ 若者は、何でもネットで読んで学びたいという世代なので、有用な情報をオンライン

でオープンアクセス可能かが重要になってくる。例えば、「コピライト」のような素晴

らしいコンテンツがインターネットで公開されていたら、関心がある人は読むはずであ

る。【第６回】 

○ 企業やプラットフォームには、「これは使って良いですよ」というマークを作ってほ

しい。例えば、キービジュアルが映画の宣伝のポスターに使われるが、自由に評論する

ときにも図説として載せて問題ない場合には、企業が積極的に意思表示すべき。これが

ついていれば活用して映画の評論をしようみたいに広がっていくと思うので、これはク

リエイターという小さい括りではなくて、企業やプラットフォームが積極的に「これは

ホワイトです」と言っていただきたい。そして、アーティストやインフルエンサーの他

に、アニメと連携したプロモーションをしていく必要があるのではないか。【第６回】 

○ ＣＯＤＡやＣＲＩＣ、ＡＢＪなど、普及啓発のコアとなる団体を育てる必要がある。

政府が民間のこれらの団体と連携し、民間に蓄積された情報を政府の会議などの場で発

信できるとよい。【第６回】 
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<その他> 

○ 映像のような過去のコンテンツは、関わる権利者が極めて膨大であるため、管理され
ていないコンテンツも非常に多いが、他の権利が処理できないから死蔵されてしまう。
権利者不明問題は極めて重要な課題だが、それだけの問題に矮小化してはならず、集中
管理の革新に取り組むべき。ただし、それはあまり大きいもので、最初からやろうとし
過ぎると、スピードがなくなってしまため、拡張性のある制度が必要ではないか。【第１回】 

○ 過去コンテンツの中には、多数の権利者の許諾がそろって初めて利用ができるものが
あるが、許諾がそろわない場合にどうするかという問題がある。その一部は裁定制度の
抜 本 的 解 決 で 対 応 可 能 で あ る が 、 権 利 者 の う ち 大 多 数 の 人 が 利 用 を
望んでいるが、一部の人のみ反対した場合はどうするのかという課題がある。【第３回】 

○ 各種アーカイブをつなぐジャパンサーチがローンチしたばかりだが、各デジタルアー

カイブのコンテンツの二次利用を促進するということが極めて重要な課題になってい
る。その際には、二次利用条件の表示をどうするかという問題がある。権利者情報や意
思を集約する仕組みの充実が今回の小委員会でも課題の１つに挙げられているが、アー
カイブ機関に権利者情報の集約に関して一定の役割を果たしてもらえるよう支援をし

ていくといったことも考えられる。特に二次利用の公益性の高い公文書館、国立公文書
館については、その公益性に鑑みて、権利制限の整備も含めた検討が必要である。【第１回】 

○ 過去の放送番組の利用について、１つのコンテンツの利用について、多数の権利者の
許諾がそろわないと利用ができない場面がある。一部の権利者の許諾が得られないこと
によりコンテンツ全体の利用が止まるような場合には、例えば著作権が共有になってい
る場合の６５条３項や、放送同時配信等に関する６８条などを参考にして、１つのコン
テンツの利用に多数の権利者の許諾が必要である場合に、その許諾が完全にはそろわな

くても利用ができる余地を認める制度も検討に値するのではないか。【第４回】 

○ 現在議論されているような仕組みをつくることにより、寛容的な利用を狭めてはなら
ない。最終的にはクリエーションのほうも含めて文化全体が豊かになると考えるが、寛
容的な利用が萎縮してしまわないように、寛容的な利用を尊重するという視点を重視す
る必要がある。【第４回】 

○ パブリックドメインについて、例えば著作権者等の没年不詳の場合、全く利用できな
り、死蔵してしまうようなものになる。将来的にパブリックドメインの領域がどんどん
拡大していくので、ここは重要な課題と考える。【第４回】 

○ 現在、保護期間は、計算が極めて複雑であり、どの作品がパブリックドメインとなっ
ているか専門家でもはっきり言えない状況は、早急に解消しなければならない。この原
因は、大きく３つあり、１つ目は、没年不明の方が多くいること。２つ目は、1970年以

前の映像作品について、著作者の没年が検討材料に入ってくるが、著作者が誰であるの
か、原版を見ないと特定が難しく、映像の著作者の特定困難であること。３つ目は、戦
時加算である。１つ目と２つ目の問題に関しては、例えば没年の推定や、既に不明の場
合や著作者の特定ができていない場合には、最初から発行から特定期間での保護期間の
終了を規定してしまうという方法が考えられる。例えば米国著作権法は、1922年以前に
発行された作品は全てパブリックドメインであることが確定されている。日本もこのよ
うな規定を設けたり、推定規定の形を取ったりすることが考えられのではないか。戦時
加算については、撤廃論が権利者団体からも提案されている。【第４回】 
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○ 現在、諸外国でアウトオブコマースと呼ばれる領域の活用を進めることに関しては、

ここ２０年ほどの著作権保護期間の非常に長い延長というものが1つの背景としてある。

アメリカにおいては、1998年の著作権法期間延長法とともに、著作権法108条の中に、

最終２０年の保護期間に入った著作物に関しては、アーカイブ機関等がデジタル利用も

含めて相当程度自由に利用・公表ができる規定を置いている。そして、ヨーロッパでは、

アウトオブコマースをＥＣＬ等により利用円滑化している。【第４回】 

○ 保護期間について、推定規定を入れるかどうかの検討に入るべき段階だと思う。推定

規定は複雑過ぎて使えないものではいけないため、現実に作品を使える単純なルールで

あることが重要である。【第６回】【福井委員】 

（簡素で一元的な権利処理等に係る各種方策をより実効性あるものにする環境整備
方策やその実現に資する多様な立場からの相互的な協力の在り方） 

○ フリーのコンテンツをどう利用していくのかが重要だと考える。プラットフォームや

データベースでの自由に使えるよう開放したり、他に使わせたりすることもおもしろい。【第２回】 

○ 利用円滑化に資する新たな仕組みの創設のために、国民全体に対してどこまで負担を

求めるかという議論が必要。コンテンツの利用円滑化というのは、ユーザーに対してい

かに面倒な手続を省いてあげるかという観点だけではなく、ユーザーがコンテンツを一

元的な権利処理も含めて円滑に利用できるための知識・スキルの育成においても同時に

検討の余地があるのではないか。【第１回】 

○ 今のアマチュアクリエイターの時代では、そこに所属したくない人たち、または所属

するほどでもないと自分で思ってしまっている人たちがいることを考える必要がある。

一括集中に向かう前に、１対１で使いたい人がつくった人に対してこれ使わせてくださ

いという少し逆行するような段階がある可能性があることを覚悟しなければならない。【第１回】 
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【ⅲ．ＤＸ時代に対応したコンテンツの権利保護、適切な対価還元方策について】 

○ プラットフォームとのバリューギャップ等の問題は極めて重要である。ネットワーク

経済の最大の特徴の１つは、あらゆる産業において、ごく少数のデジタルプラットフォ

ームと、そのコントロールによってあるいは従属した形であらゆる経済主体が活動して

いることである。これはネットワーク経済のダイナミクス、力学そのものであり、構造

的な性質である。そのことを踏まえて、誰が、どのような形で、短期・中期でやるべき

ことの整理を含めて、重要なテーマとして位置づけていただきたい。【第１回】 

○ プラットフォーマーとのバリューギャップに関しては、世界的に見ても良い解決策は

まだない。その中で、どう対応するのかを政策的に考えると、著作権法の枠を当然超え

てしまう。著作権法以外の制度や法律との連携をどうやっていくか検討する必要があり、

著作権法の体系、政策面で言えば、新しい次元に入らざるを得ない部分があると思う。【第１回】 

○ ＤＸ時代や５Ｇの運用で懸念されるのはオンライン上での海賊版問題である。このよ

うな状況の中、コンテンツホルダーは、限られた予算・人材の中で効率的・効果的な実

効性を持った対策を講じる必要があり、それを実行する上で我が国が強化しなければな

らないことは、国際執行力・教育・サイトブロッキングだと考える。【第１回】 

○ 海賊版の問題ついて、政府内での対応の体制や国際的な協力体制が鍵となるが、この

間、大幅に進んできたように思うので、まずはこれを定着させることが重要。また、現

行法でできることを各国の協力の下でやっていくことが重要である。【第１回】 

○ 教育・普及について、大学などの各種の専門課程の中で著作権教育をしっかり位置づ

けるような具体の議論に入るべき。また、社会教育の中で著作権教育をどう位置づけて

いくのか、そのインセンティブをどう与えるのかという議論にも踏み込んでいきたい。【第１回】 

○ 文化庁の持つ役割を社会に知ってもらう意味で、つい最近文化庁のホームページにお

いて、コロナワクチン職域接種を文化芸術に携わる個人向けに実施する旨の告知があっ

た。検討項目にあるＤＸ時代に対応した著作権制度・政策の普及啓発・教育方針の一例

としてこうした具体的な施策を都度適切に行うということも回り回っては役立つので

はないか。【第１回】 

○ プラットフォームにおける包括許諾の運用は良いことだが、利用者から見ると自由に

利用できると勘違いしてしまうおそれもある。プラットフォームにおいて、許諾をとっ

ていることを発信していくことも普及啓発には重要。【第２回】 

○ サイトブロッキングについては、表現の自由という観点から反対である。【第４回】 
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２．関係者へのヒアリング等について  

○ 検討において重要なのは実態の把握である。変化が急激で、新たな技術・サービスの

発展が進んでいて、技術・サービスの発展を十分に把握していないこともあると思うの

で、著作物のどういった利用事態があるか、どのような課題があるのかということをし

っかり把握をしていきたい。【第１回】 

○ 利用の円滑化と適切な対価還元がセットで議論の対象になっているということが重

要であるため、適切な対価還元が行われるには、どうすべきなのかを聞きたい。【第１回】 

○ 本日のヒアリングでは、主に権利者団体から意見を聴いたが、著作権管理をしている

権利者団体は、有償での著作物の利用が想定されているケースが多いので、主に国内の

プロということになる。アマチュアやユーザー、海外の人など様々な方々から意見を聞

かなければいけないのではないか。【第３回】 

○ 管理団体について、プロの数がどのぐらいで、どのくらいの人たちがその団体に属し

ているのかという各団体の組織率を集めていただきたい。【第１回】その際、組織率の

分母となる数字の考え方も合わせていただきたい。【第２回】 

○ 集中管理を望まない権利者の意向や、なぜ組織化して集中管理ができないのかという

ことを把握したい。【第２回】 

○ 集中管理団体への参加が広がることが、どのような制度を取るにしても大前提であり、

そのために何をしていくべきか、どうすればいいのかを検討していくべきである。集中

管理団体が管理率を上げるために、権利を預けること以上のメリットを出すことや、

様々なインセンティブを出す等の方法があるため、その点について関係者からアイデア

を伺うことが必要ではないか。【第２回】 

○ 簡素で一元的にすることにより、個人がばらばらに処理するよりはコストを下げるこ

とができる。一方で、コストがゼロになるわけではないため、そのコストは誰がどうい

う形で負担するのか、そのコストを下げるためにはどうするか伺いたい。また、データ

ベースのなどの技術について、そのコストが、どういう形でかかって、それを下げるた

めにどのような提案があるのか伺いたい。具体的に制度を考えていく上で、制度は出来

たがコストで回らないとなっては何にも意味がないため、その辺も含めて、関係者から

いろいろお困りの点、御提案を聞いていきたい。【第２回】 

○ 権利者の意向、あるいはビジネスの実態というものもあるので、そういったものを今

後のヒアリング等で明らかにし、それを踏まえながら、拡大集中許諾制度等について、

過度に利用促進にぶれることなく検討を進めてほしい。【第１回】 

○ 集中管理団体に対して、拡大集中許諾を仮に導入する場合に、集中管理団体によって

うまく運用することができる見通しがあるのかどうか聞きたい。【第１回】 

○ SARTRASにはTSUCAOという学校向けの入力のウェブ申請システムがあるので、このよ

うな集中許諾的な取組をしている方の話も聞きたい。【第１回】 
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○ ネットクリエイターやＺ世代等に加えて、既存の組織に属していない関係者の方等、

幅広い方々に御意見を伺いたい。併せて、バリューギャップ対策として、可能であれば

デジタルプラットフォーマーへのヒアリングの検討もお願いしたい。【第１回】 

○ 権利者などからヒアリングをする際に、バリューギャップ問題がしっかり浮かび上が

るよう、留意していただきたい。また、具体的な制度に持っていく段階でいろんな議論

が出ると思うが、政府の中で、バリューギャップ問題を唯一しっかり問題意識として明

確にして声高に言っていけるのは文化庁しかないと思うので、具体的な対応や政策の中

身をつくるのが一番大変と思う。その段階でこのバリューギャップ問題は、ほかの省庁

は絶対強調しないという観点からも、しっかり意識してそこを大きく取り扱い、問題提

起できる形にしていただきたい。【第１回】 

○ パブコメについて、ここまでポジショントークではない、現実の課題を解決しようと

考え抜かれた提案が集まったこと自体、本当に素晴らしいことである。パブコメの意見

は今後の議論でもぜひ念頭に置いていきたい。【第６回】 

（以上） 

 


